
 

 

彩の国   埼玉県 

学校が指定する日までに申請書類を学校へ提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和２年度新入生向け 

高等学校等就学支援金 申請のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校等就学支援金制度とは 

保護者の所得金額が一定未満の場合、国が高校の授業料を負担する制度です。 

申請しない場合や要件を満たさない場合は、授業料を納入する必要があります。 

奨学金とは違い、返還は不要です。 

 

※ 就学支援金は、納入すべき授業料を国が代わって納入するものです。 

保護者等が直接支給を受けるものではありません。 

※ 今回の申請は４～６月分の授業料分になります。学校の定める期日までに申請した

場合、結果は 7 月中旬に送付する予定です。（ただし、申請書類等に不備がある場

合、通知が遅れることがあります。） 

 

＜県内公立高等学校の８割以上の生徒が利用しています。＞ 

 

 

 

 埼玉県マスコット 
「コバトン」「さいたまっち」 
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１ 就学支援金支給額 

課程 支給額（授業料相当額） 

全日制 １１８，８００円（年額） 

定時制（単位制課程を除く）  ３２，４００円（年額） 

定時制（単位制課程）   １，７４０円（１単位につき） 

通信制     ３３０円（１単位につき） 

※ 定時制（単位制）と通信制においては、履修単位数に応じた支給になります。 

※ 年間で３０単位、在学期間の通算で７４単位が支給できる上限の単位数です。 

  ※ 在学期間中継続して就学支援金を受けるためには、各年度において下記の要件を満たす必

要があります。 

 

 

２ 対象となる方 

次の①～④のすべての要件に該当する方が対象です。 

① 生徒本人が国内に住所を有していること。 

② 高等学校等を卒業又は修了していないこと。 

③ 高等学校等の在学期間が通算で３６月（定時制・通信制は４８月）を超えてい
ないこと。 

④ 保護者(親権者)の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合計が 
５０万７，０００円未満の世帯であること。 

※ 原則保護者（親権者）全員分（例：父母がいる場合は父と母の両方）の金額で判断します。 

※ どのような世帯構成であっても、所得基準額（５０万７，０００円未満）は変わりません。 

 

＜文部科学省の試算によると世帯年収の目安は、９１０万円です＞ 

 両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人(１６歳以上)、中学生１人の子供が
いる４人家族のサラリーマン世帯をモデルとしています。 

 世帯年収の目安は世帯状況（家族構成、サラリーマンか自営業か等）によって大
きく異なる場合があります。 

 市町村民税・道府県民税所得割額の確認方法は、４ページを参照してください。 
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３ 提出書類 

次の①と②（③は該当者のみ）の書類を、学校が指定する日までに、学校へ提出して

ください。ただし、就学支援金を受けない方は、①のみ提出してください。 

① 高等学校等就学支援金受給資格認定申請・届出書（７ページ参照） 

② 個人番号カード（写）等貼付台紙（９ページ参照） 

  ※ 親権者のマイナンバ−カード(裏面)又は通知カード(表面)の写しを貼り付けたもの。 
（１２桁のマイナンバーが記載された面になります。） 

    親権者がいない場合は、５ページを参照してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※ マイナンバーカード（写）等を提出した場合でも、税額を確認できなかった際は、

後日課税証明書等の提出をお願いすることがあります。 
 

③ 世帯の状況により必要な書類 

 ア 生活保護法による生活扶助を平成３１年 1 月 1 日現在受けている世帯の場合 

    … 福祉事務所が証明する生活保護受給証明書（世帯全員を記載） 

 イ 生徒本人が成人の場合 
   または、主たる生計維持者のマイナンバーカード（写）等を提出する場合 

    … 生徒本人の健康保険証の写し 

 ウ これまでに他の高等学校等に在籍し、 
   就学支援金を受給していた期間がある場合 

    … 過去の就学支援金の受給歴を証明する書類（前籍校から渡されます。） 

 

 ※ 提出書類は、提出用封筒に入れ、封をしたうえで学校提出期日に生徒を通じて提出してくだ

さい。保護者等が持参又は郵送する場合は３ページを参照してください。 

 

 

マイナンバーカード（裏面） 通知カード（表面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ※ 表面は貼り付けません 

 

 

 
氏名  埼玉 太朗 

住所  さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

                          性別 男 
                  昭和 54 年 5 月 20 日生  2025 年 3 月 31 日まで有効 

                     さいたま市長                      年   月   日 

 

 

 

 

 

0000000000000000  1234 

●臓器提供意思【1 脳死後及び心停止した死後／2心停止した死後のみ／提供せず】 
（1･2 で提供したくない臓器があれば×）【心臓・肺・肝臓・腎臓・小腸・膵臓・眼球】  

署名年月日 
署名 

[特記欄：] 

 

 

個人番号 
カード 

電子証明書 
の有効期間 

 

     1234 5678 9012 

氏名  埼玉 太朗 

   昭和 54 年 5 月 20 日生 
●法律で認められ

た者以外の者が個
人番号をコピーす

ることは、法律で

禁止されていま

す。また、記載事
項を改ざんした者

は、法律により罰

せられます。 

 

●このカードを拾得された方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。 

 (連絡先)個人番号カードコールセンター 〇〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇(24 時間受付) 

 

個人 
番号 

 

        通知カード 

個人番号  0987 6543 2109 

氏名 埼玉 花子 

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

昭和 54 年 6 月 30 日生 性別 女 

発行日 平成 27 年 10 月 10 日                      さいたま市長 
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＜保護者等が書類を直接、学校に持参又は郵送する場合は＞ 

 マイナンバーカード（写）等の提出に当たり、別途、下表の身元確認書類の提示・
提出が必要です。 

 持参の場合は、提出の際に、身元確認書類を提示してください。 

 ※生徒が持参・提出する場合は、身元確認書類は不要です。 

 

 
 

保護者等の身元確認書類 ※生徒の確認書類は不要です。 

マイナンバーカードを 
お持ちの方 

マイナンバーカード（個人番号カード）の表面 

マイナンバーカードを 
お持ちでない方 

顔写真付身分証明書（次の①～⑤の書類から１点） 

① 運転免許証又は運転経歴証明書 
（交付年月日が平成２７年４月１日以降のものに限る） 

② 旅券（パスポート） 

③ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 

④ 在留カード、特別永住者証明書 

⑤ 本人の写真の表示のある身分証明書等で個人識別事項の記載があ
るもの 
・税理士証票、顔写真付き学生証、顔写真付き身分証明書、顔写

真付き社員証、戦傷病者手帳 
・顔写真付き資格証明書 

例：船員手帳／海技免状／狩猟・空気銃所持許可証／宅地建物
取引士証（宅地建物取引主任者証）／電気工事士免状／無線従
事者免許証／認定電気工事従事者認定証／特種電気工事資格
者認定証／耐空検査員の証／航空従事者技能証明書／運航管
理者技能検定合格証明書／動力車操縦者運転免許証／教習資
格認定証／検定合格証（警備員に関する検定の合格証）等 
 

※ ①～⑤の書類をお持ちでない場合は以下の書類から 2 点 
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 
 

 

＜個人番号の利用目的＞ 

 マイナンバー（個人番号）は、高等学校等就学支援金の審査（市町村民税所得割
額及び道府県民税所得割額の確認）に使用します。 

 その他、次の申請をする場合は、その審査にマイナンバーを使用します。 

 ・ 国公立高等学校等奨学のための給付金の支給申請 

 ・ 県立高等学校等学び直し支援金の支給申請 

生徒が学校に持参・提出する場合は、このページの身元確認書類は不要です。 
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４ 市町村民税・道府県民税所得割額の確認方法 

□住民税が非課税の方（課税されない方） 

… 市町村民税所得割額・道府県民税所得割額は 0 円です。 

※ 住民税が非課税か不明な場合はお住まいの市区町村役場までお問い合わせください。 

 

□住民税が勤務先の給与から差し引かれている方 

… 令和元年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収額の決定・変更

通知書（納税義務者用）を御確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

※ お住まいの市町村により様式が異なります。 

 

□上記以外の方 

… 令和元年度 市町村民税・県民税 税額決定・納税通知書を御確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ お住まいの市町村により様式が異なります。 

 

330-9301

さいたま市高砂３－１５－１ 令和元年　６月　９日

浦和　太朗　様

課税内容に関すること

納税に関すること

納付方法

口  座  情  報

通知書

通知書番号
0000123456

123456789

口 座 種 別
口座名義人

口座番号

令和元年度　市民税・県民税

金融機関名

賦 課 期 日 氏 名
浦和　太朗

賦 課 期 日 住 所

宛 名 番 号

税額決定
納　　　税

さいたま市浦和区高砂３－１５－１

お問い合わせの際は、
この番号を教えてください

地方税法第２９４条及び第２４条並びにさいたま市市税条例第１４条及び埼玉県税条例第２１条の規
定により、平成３０年度市民税及び県民税の普通徴収税額及び公的年金特別徴収税額を決定したので、
地方税法第４１条、第３１９条の２及び第３２１条の７の５並びにさいたま市市税条例第３２条及び
埼玉県税条例第２６条の３の規定により通知します。

  「市町村民税の所得割額」と 
 「道府県民税の所得割額」を確認します。 

 「住民税課税額合計額」ではありません。 

 「市町村民税の均等割額」と 
 「道府県民税の均等割額」は含みません。 
 

税額控除前所得割額④

税額控除額⑤

所得 割 額⑥

均等 割 額⑦

税額控除前所得割額④

税額控除額⑤

所得 割 額⑥

均等割額⑦

令和元年　５　月　１０　日 市長

問合わせ先

123456789

納

付

額

3月分

4月分

5月分

9月分

10月分

変 更 月

受　給　者　番　号 氏　　　　　　　　　　　名 指　定　番　号

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所

60Z00-123456 浦和　太朗 0000123456

宛　名　番　号

さいたま 市浦和区高砂３－１５－１

月

6月分

7月分

8月分 11月分

12月分

1月分

2月分

税

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

額

特別徴収 税 額⑧

控 除 不 足 額 ⑨

既 充 当 額 ⑩

既 納 付 額 ⑪

差引納付額（⑧-⑪-⑨,⑩）

変 更 前 税 額 ⑫

市

町

村

道

府

県

増減額（ ⑧ - ⑫）

あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定（変更）したので､ 地方税 法第41条及び 第321条の４（第321条の６ ）の規定に よっ て通知しま す。また ､この通

知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を 受け取った日の翌 日から起 算して60日以内に市 （町・村 ）長に 対して異議 申立てをすることができま

す。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは 、前記の 異議申 立てに係る決 定の送達を受けた日の 翌日から 起算して６ヶ 月以内に 市（町・村）を

被告として（市（町・村）長が被告の代表者となり ます。 ）提 起することができ ます 。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対 する決 定を経た後でなければ提 起することができないこととされていま すが、 ①異議 申立てがあっ

た日から３ヶ月を 経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行 又は手続 きの続行 により生 ずる著し い損害を避けるため緊 急の必 要があるとき、③そ

の他決定を経ないことにつき正当な理由があ るときは、決定を 経ないでも処分の取消しの 訴えを提起することができ ます。

令和元年度　給与所得等に係る市町村民税・道府県民税　特別徴収額の決定・変更通知書　（納税義務者用）

給 与 収 入

給 与 所 得

その他の所得計

総所得金額①

雑 損 障 ・ 寡 ・ 勤

医 療 費 配 偶 者

社 会 保 険 料 配 偶 者 特 別

小規模企業共済 扶 養

生 命 保 険 料 基 礎

社 会 保 険 料 所得控除合計②

（摘要）

上場 株式等の 配当

先 物 取 引

課

税

標

準

総 所 得 ③

寡

婦

特

寡

寡

夫

労

学

生

山 林 所 得

分 離 短 期 譲 渡

分 離 長 期 譲 渡

株 式 等 の 譲 渡

繰

越

損

失

扶養親族該当区分 本人該当区分
そ

の

他

同

障

特

障

他

障

成

年

者

特

障

控

配

老

配

特

定

同

老

老

人

6

歳

未

給

与
雑

渡

・

一

主 た る 給 与

以 外 の 合 算
所

得

所

得

控

除

営

業

等

農

業

不

動

所 得 区 分

利

子

配

当

公的年金の支払者が、上表のとおり特別徴収の方法によって徴収
します。地方税法第３２１条の７の８の規定により来年度の仮特
別徴収税額を通知します。

税額明細 標準課税額(千円) 市民税所得割額(円) 県民税所得割額（円）

令和元年 ６月３０日
納付税額期日 納入期限

第１期普
通
徴
収

特別徴収税額（円）

第２期
第３期
第４期
合計

令和元年 ８月３１日
令和元年１０月３１日
令和元年 １月３１日

支払者の名称
支払者の法人番号
公的年金の種類

徴 収 月

年度

年度

年度

仮特別徴収
税   額

仮特別徴収
税   額

仮特別徴収
税   額

公
的
年
金
特
別
徴
収

差引普通徴収額

課税総所得
人的控除差調整額
所得割額

均 等 割 額
合 計 額

令和元年度市民税・県民税算出内容

特別徴収税額
内給与

内公的年金
特別徴収税額

合計年税額
所得割より控除す
ることが着なかっ
た配当和医学又は
株式等譲渡所得額
の控除額

配当割額又株式等
譲渡所得割額の合
計年税額への充当
額
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５ よくある質問と回答 

質問１  誰のマイナンバーカード（写）を提出すればいいですか。 

原則、保護者（親権者）全員分（父母がいる場合は父と母の両方）が必要です。 

保護者（親権者）がいない場合は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 家庭の事情により保護者等全員分の提出が難しい場合は、在籍する学校へ御相談
ください。 

 

質問２  マイナンバーカードを持っていません。 

通知カードの写しを「貼付台紙」に貼り付けて提出してください。 

通知カードをお持ちでない場合は、マイナンバー（個人番号）が記載された住民

票の写しを提出してください。 

住民票は、保護者の住民票のみ提出してください。 

住民票の写しを提出する場合でも、「貼付台紙」に必要事項を記入して提出して

ください。 

※ 生徒本人等、保護者以外のマイナンバーが住民票に記載された場合は、保護

者以外のマイナンバーを判別できないように黒塗りした上で提出してくださ

い。 

 

 

 

 

はい

いいえ

未成年後見人が
いますか

扶養義務は
ありますか

主たる生計維持者
はいますか

保護者（親権者）全員

未成年後見人 全員

主たる生計維持者

生徒本人

保護者(親権者)が
いますか

主たる生計維持者とは
健康保険証に記載されている
扶養者のことです
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質問３  マイナンバーカード（写）の代わりに課税証明書の提出でもいいですか。 

原則、マイナンバーカード（写）の提出をお願いしますが、マイナンバーカード

（写）の代わりに市町村役場発行の令和元年度課税証明書や特別徴収税額決定通

知書、納税通知書（写しでも可）を提出することも可能です。 

ただし、マイナンバーカード（写）の提出がない場合、毎年度７月に、所得確認

のため、収入状況の届出と所得の確認書類等の提出が必要になります。 

マイナンバーカード（写）を提出し、就学支援金が認定になった場合は、収入
状況の届出と所得の確認書類等の提出が不要になりますので、マイナンバーカ
ード（写）の提出をお勧めします。 

 
        
        

R2.7 月  R3.7 月  R4.7 月 
届出書+R2 年度の 

所得の確認書類の提出 
 届出書+R3 年度の 

所得の確認書類の提出 
 届出書+R4 年度の 

所得の確認書類の提出 

    マイナンバーカード（写）を提出し、就学支援金が認定になると、届出・所得の

確認書類の提出が不要になります。 

 

質問４  支給対象となる所得基準額以内であるか分かりません。 

特別徴収税額決定通知書や納税通知書で、保護者等全員分の令和元年度市町村民

税所得割額と道府県民税所得割額を確認します。 

保護者等全員分の合計（下表の○囲みの金額）が５０万７，０００円未満であれ

ば、所得基準額以内です。 

 

 

 

 

 

 市町村民税 
所得割額 

道府県民税 
所得割額 計 

保護者①    

保護者②    

計    

 マイナンバーは国民一人ひとりが持つ１２桁の番号です。 

マイナンバーは、市区町村から、住民票の住所あてに送付さ
れる「通知カード」に記載されています。 

「通知カード」の紛失等でマイナンバーがわからない場合は、
住民票のある市区町村にお問い合わせください。 
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申請書記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
様式第１号 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書（第３条第１項並びに第10 条第２項及び第11 条第１項から第3 項まで関係） 

 

埼玉県教育委員会 宛 
令和２年４月８日 

 ※太枠内は生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。 
生徒が在学する学校の名称  連絡先 

埼玉県立埼玉高等学校 自宅の電話番号 

 
学科・学年・クラス・番号 （    科   １年   １組   １番） 

ふりがな さいたま いちろう 保護者等の携帯番号  （生徒との続柄      ） 

生徒氏名  姓 埼玉 名 一郎  

生徒の生年月日  昭和 
    １６年 ４ 月 ７ 日 

 平成 

生徒の住所 
〒 330-9301   都道       市区 
   埼玉    府県 さいたま  町村  浦和区高砂３−１５−１ 

 

高等学校等就学支援金 
該当するものに☑を付けてください。(別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。) 

□ 受給資格認定申請書 
高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。 

□ 不申請の申出書 
高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請しません。 
(授業料を納付する必要があります。） 

  ※ 申請しない理由 
□ 市町村民税所得割と道府県民税所得割の合算額 507,000 円以上のため 
□ その他（                           ） 

※「不申請の申出書」に☑をする場合（申請をしない場合）は、以下の欄の記入及び課税証明書等の添付は不要です。 

次の事項を必ず確認の上、☑を付けてください。 

□ 
この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 
 また 
この申請書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や３年以
下の懲役又は100 万円以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。 

   
【１．高等学校等の在学期間について】 

①現在通って
いる高等学校
等の在学期間 

学校名 
 
埼玉県立  埼玉  高等学校 

 令和 ２年 ４月 ８日～ 
 
<うち支給停止（休学）期間> 
 令和  年  月  日～ 
 令和  年  月  日 

学校の種類・課程・学科 
 

高等学校（全日制） 
 

②−１過去に
別の高等学校
等に在学して
いた期間 

学校名 
 
     立 

 平成  年  月  日～ 
 平成  年  月  日 
<うち支給停止（休学）期間> 
 平成  年  月  日～ 
 平成  年  月  日 

学校の種類・課程・学科 
 
 
 

②−２過去に
別の高等学校
等に在学して
いた期間 

学校名 
 
     立 

 平成  年  月  日～ 
 平成  年  月  日 
<うち支給停止（休学）期間> 
 平成  年  月  日～ 
 平成  年  月  日 

学校の種類・課程・学科 
 
 
 

※ 次のいずれかに該当する者は就学支援金の受給資格認定の申請ができません。 
・ 高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。） を卒業もしくは修了した者 
・ 高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制の場合は４８月）を超えた者 （ただし，就学

支援金の支給停止期間（休学期間）は含めません。） 
 

（１）新入生４月申請用 

✔ 

✔ 

申請する場合は、こち
らに☑します。 

申請しない場合は、特別徴収決定通知書等で 
必ず金額を確認の上、こちらに☑します。 

☑申請しない場合は、該当する理由に します。 
「その他」に☑した場合は、理由を記入します。 

申請をする場合は、記載事項を確認の上、必ず☑を
してください。☑を忘れないようにしてください。 

現在の高校における在学期間
について記入してください。 

過去に別の高等学校に在学していた場合など、該当
がある場合は、忘れずに記入してください。 

入学式の日付を記入します 入学式の日付を記入します。 

申請する場合は 

こちらに☑します。 

申請しない場合は、特別徴収決定通知書等で必ず

金額を確認の上、こちらに☑します。 

申請しない場合は、該当する理由に☑します。 

その他に☑した場合は、理由を記入します。 

記載事項を確認の上、必ず☑してください。 現在の高校における在学期間 

について記入してください。 

過去に別の高等学校に在学していた場合など、該当

がある場合は、忘れず記入してください。 
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申請書記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【２．保護者等の収入の状況について】 

（１）就学支援金の支給を受けようとする時期の区分（いずれかに☑を付けてください。） 
□ ４月～６月（個人番号カードの写し等 

又は令和元年度の課税証明書等を添付） 
□ ７月～翌年６月（個人番号カードの写し等 

又は令和２年度の課税証明書等を添付） 

（２）申請時点における保護者等の状況及び添付する個人番号カードの写し等又は課税証明書等については次のとお
りです。 

（次の①から⑦までのいずれかの□にㇾ印を付けてください。） 

（２）−1 次の保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付します。 

① □ 親権者（両親）２名分 

② 
 親権者１名分 ☑（②に該当する場合は、次のいずれかに  を付けてください。）  

□ 親権者の１名が控除対象配偶者であり、市町村民税所得割と道府県民税所得割を課されたとしても
所得制限の要件に影響がないことが明らかな場合 

□ 親権者の１名が課税期日に日本国内に在住していないなど市町村民税所得割と道府県民税所得割を
課されていない場合 

□ 
・離婚、死別、未婚等により親権者が１名の場合 
・親権者が存在するものの、家庭の事情によりやむを得ず、親権者の１名の個人番号カードの写し等

又は課税証明書等を提出できない場合（ＤＶ、児童虐待、育児放棄、失踪）等 

③ □ 
未成年後見人   名分 

親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合（未成年後見人が複数選任されている場合は、全員分。未成年後見
人が、法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべきこととされている者である場合は、その者を除く。） 

④ □ 
生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者）１名分 

・親権者又は未成年後見人が存在しない場合 
・成人に達しているが主たる生計維持者が存在する場合等 

⑤ □ 

生徒本人 
親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり、・成人に達してい
る場合・未成年であるが市町村民税所得割と道府県民税所得割を課されるだけの収入を得ている
場合等 

（２）−２ 次の理由により、個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付しません。 

⑥ □ 

所得確認の対象が生徒本人（親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場
合）であるが、未成年で市町村民税所得割と道府県民税所得割を課されるだけの収入を得ていない
場合 

例（児童相談所、児童養護施設、里親、ファミリーホーム等） 

⑦ □ 
親権者、未成年後見人、主たる生計維持者又は生徒本人の全員が、課税期日に日本国内に在住して
いないなど市町村民税所得割と道府県民税所得割を課されていない場合、又は個人番号の指定を受
けていない場合 

個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄 
(⑥・⑦に☑を付けた場合は記載不要です｡)  

氏名 生徒との続柄  氏名 生徒との続柄 
ふりがな  さいたま  はなこ   ふりがな  

埼玉 花子 母    

※ 保護者等や収入の状況に変更があった場合には、支給額が変更となることがありますので、必ず学校に連
絡してください。 

・保護者等に変更があった場合（離婚、死別、養子縁組等） 
・収入の状況に変更があった場合（収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税所得割の変更等） 

【３．確認事項】 
・ 高等学校等就学支援金を授業料に充てるとともに、就学支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者に委任

することを了承します。 
・ 高等学校等就学支援金の支給に係る授業料の徴収猶予の取扱いについて、徴収猶予を希望します。 
※ 審査の結果、高等学校等就学支援金の支給がないと見込まれる場合は、授業料を支払う必要があります。 
※ 明らかに高等学校等就学支援金の支給がないと見込まれる場合は、徴収猶予ができないことがあります。 

 

４月～６月にチェック 

記入例では②に☑が入りますが、 
両親分のマイナンバーカード（写）等 
又は課税証明書等を添付する場合はこちらに☑します。 

保護者（親権者）１名分の 
マイナンバーカード（写）等又は課税証明書等 
を提出する場合は、 
②のチェックボックスのうちいずれかに☑します。 
 
離婚等により、保護者（親権者）が１名の場合、あるいは、保
護者（親権者）が２名いるが、育児放棄等の家庭の事情により、
やむを得ず保護者（親権者）のうち１名のマイナンバー又は課
税証明書等を提出できない場合は、こちらに☑します。 

マイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添付する保護者（親権者）の氏名
を記入します。 

※ 保護者（親権者）２名分のマイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添
付する場合は、２名それぞれの氏名を記入します。 

※１名分のマイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添付する場合は、その
者の氏名を記入します。 

✔ 

✔ 

４月～６月にチェック 

記入例では②に☑が入りますが、 

両親分のマイナンバーカード（写）等 

又は課税証明書等を添付する場合はこちらに☑します。 

保護者（親権者）１名分のマイナンバーカード（写）等又は 

課税証明書等を提出する場合は、②のチェックボックスのうち

いずれかに☑します。 

離婚等により、保護者（親権者）が１名の場合、あるいは、保

護者（親権者）が２名いるが、育児放棄等の家庭の事情により、 

やむを得ず保護者（親権者）のうち１名のマイナンバー又は課

税証明書等を提出できない場合は、こちらに☑します。 

マイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添付する保護者（親権者）の氏名

を記入します。 

※保護者２名分のマイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添付する場合は、

２名それぞれの氏名を記入します。 

※１名分のマイナンバーカード（写）等又は課税証明書等を添付する場合は、その

者の氏名を記入します。 
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　高等学校等就学支援金認定申請のため、保護者等の個人番号を　　　１ 　名分提出します。

　また、認定手続きに当たって、埼玉県が地方税関係情報を取得することに同意します。

注）　個人番号カード、個人番号通知カードの写しが提出できない場合は、個人番号が記載された住民票の写し

　　又は住民票記載事項証明書等を本台紙と合わせて提出願います。

　　　上記保護者のみが記載された住民票等にしてください（生徒本人等、保護者以外の個人番号は載せない）。

※H31年1月1日現在、上記生徒住所と異なる場合のみ記入してください

昭和

住　　所

※H31年1月1日現在、上記生徒住所と異なる場合のみ記入してください

生年月日

姓 名

年

生徒との
続柄

月

個人番号カード、又は個人番号カード通知カード

写し貼付欄

生年月日

フリガナ

保護者等の

住　　所

浦和区高砂３−１５−１

個人番号が記載されている面（裏面）を上にして

個人番号カードの場合

日
平成

54 6 30

保護者等の

普通

埼玉 さいたま

保
護
者
等
②

貼り付けてください。

個人番号カード、又は個人番号カード通知カード

写し貼付欄

生徒との
続柄

保
護
者
等
①

番号クラス学年

1 1 1

姓　　　　　　さいたま

日
昭和

平成

名　　　　　　　はなこ

16 4 7月

姓　　　　　　さいたま

全日制　　　　　定時制　　　　　通信制　

学校名 学科

名　　　　　　いちろうフリガナ

年

氏　　名 埼玉 一郎

埼玉県立埼玉高等学校

個　人　番　号　カ　ー　ド　（写）　等　貼　付　台　紙

市　区

町　村

都　道

府　県

親権者（　 父　 ・　 母　 ）　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

課程

住　　所

親権者（　 父　 ・　 母　 ）　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

個人番号カードの場合

個人番号が記載されている面（裏面）を上にして

貼り付けてください。

埼玉 花子

昭和
年

日
平成

月

生
徒

（同意者署名）

氏　　名

生年月日

氏　　名

（同意者署名）

〒

〒

〒 3 3 0 - 9 3 0 1

 

        通知カード 

個人番号  0987 6543 2109 

氏名 埼玉 花子 

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

昭和 54 年 6 月 30 日生 性別 女 

発行日 平成 27 年 10 月 10 日                      さいたま市長 

申請日現在の住所と、平成３１年１月１日現在
の住所が異なる場合は、こちらに平成３１年１
月１日現在の住所を記入してください。
この住所の市町村へマイナンバーを使用して、
税情報の照会をします。

申請日現在の住所を記入してください。

貼付台紙記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請日現在の住所を記入してください。 

申請日現在の住所と、平成３１年１月１日現在の

住所が異なる場合は、こちらに平成３１年１月１

日現在の住所を記入してください。 

この住所の市町村へマイナンバーを使用して、税

情報の照会をします。 
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（申請書別紙） 

高等学校等就学支援金について 

本制度は，家庭の状況にかかわらず，全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため，国
の費用により，生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し，家庭の教育費負担を軽減するものです。 

社会全体の負担により，生徒の学びを支えることを通じて，将来，我が国社会の担い手として広く活躍されること
が期待されています。 

記入上の注意 

【１．高等学校等の在学期間について】の欄は次によって記入してください｡ 
イ ①において現在通っている学校の在学期間の始期について記入してください。 
ロ 過去に高等学校等に在学したことがある場合には，②において過去に在学した全ての学校の在学期間について記

入してください。 
ハ これまでに就学支援金を受給した期間がある場合は，受給事由が消滅した旨の通知又は受給の実績を証明する書

類を提出してください。 
ニ 「高等学校等」とは，国公私立の高等学校，中等教育学校の後期課程，特別支援学校の高等部，高等専門学校（第

１学年から第３学年まで），専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科
学省令で定めるものをいいます。 

ホ 「支給停止期間等」とは，休学のために就学支援金の支給停止の申出を行ったことにより支給が停止されていた
期間のほか，①日本国内に住所を有していなかった期間，②所得制限によって就学支援金の支給を受けていない
状態で休学した期間，③平成 22 年４月１日より前に公立高等学校等（公立の高等学校，中等教育学校の後期課
程及び特別支援学校の高等部並びに高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第１条第１項第２号に
掲げる専修学校の一般課程及び同項第３号に掲げる各種学校）以外の高等学校等を休学していた期間，④平成
26 年４月１日より前に公立高等学校等を休学していた期間をいいます。 

ヘ 「学校の種類・課程・学科」の欄には，｢①高等学校（全日制）｣，｢②高等学校（定時制）｣，｢③高等学校（通信
制）｣，｢④中等教育学校（後期課程）｣，｢⑤特別支援学校（高等部）｣，「⑥高等専門学校（１～３学年）」，「⑦
専修学校（高等課程）昼間学科」，「⑧専修学校（一般課程）昼間学科」，「⑨専修学校（高等課程）夜間等学科」，
「⑩専修学校（一般課程）夜間等学科」，｢⑪専修学校（高等課程）通信制学科｣，「⑫専修学校（一般課程）通信
制学科」，「⑬各種学校（外国人学校）」，「⑭各種学校（その他）」の別を記入してください。 

【２．保護者等の収入の状況について】の欄は，次によって記入してください。 
イ 保護者とは，親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）をいい，次の①～⑤は除きます。 

①児童福祉法第 33 条の２第１項，第 33 条の８第２項又は第 47 条第２項の規定により親権を行う児童相談所⾧ 
②児童福祉法第 47 条第１項の規定により親権を行う児童福祉施設の⾧ 
③法人である未成年後見人 
④民法第 857 条の２第２項に規定する財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人 
⑤その他生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難と認められる保護者 

ロ 【２．保護者等の収入の状況について】②に該当するときは，必ず「親権者」全員の状況を確認の上，記入して
ください。②イの「家庭の事情によりやむを得ず，親権者の１人の個人番号カードの写し等を添付できない場合」
とは，例えば，ドメスティックバイオレンス，養育放棄等の事情が存在する場合が該当します。一方，家庭の事
情によりやむを得ず，親権者全員の個人番号カードの写し等を添付できない場合は，親権者が存在しない場合に
含まれるものとして，④又は⑤のうちいずれか該当する方を選択してください。 

ハ 【２．保護者等の収入の状況について】①又は③に該当するときは，保護者等全員の個人番号カードの写し等を
添付してください。 

ニ 【２．保護者等の収入の状況について】④又は⑤に該当するときは，生徒本人又は生徒の生計をその収入により
維持している者（医療保険各法（注）における扶養者等）１名分の個人番号カードの写し等を添付してください。
また，生徒の生計をその収入により維持する者がいるかどうかを確認できる書類（生徒の健康保険証等の写し等）
を添付してください。 
（注）医療保険各法とは，健康保険法，船員保険法，国民健康保険法，国家公務員共済組合法，地方公務員等共

済組合法又は私立学校教職員共済法をいいます。 

留意事項 

イ 都道府県（文部科学省）が最新の道府県民税所得割の額及び市町村民税所得割の額を個人番号を利用して確認し
ます。 

ロ 「個人番号」とは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定
する個人番号であり，「個人番号カード」とは同条第７項に規定する個人番号カードです。 

ハ ４月に入学した新入生は，原則として４月中に申請を行う必要があります。また，転校の場合も，原則として転
校した月のうちに申請を行う必要があります。 

ニ 過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業し又は修了したことがあ
る場合には，就学支援金の受給資格はありません。また，高等学校等に在学した期間（定時制・通信制等に在学
した期間は，その月数を１月の４分の３に相当する月数として計算。）が通算して３６月を超えた場合も受給資
格はありません。（ただし，支給停止期間等は含めません。） 

ホ ２つ以上の課程に在学している場合は，いずれか１つの課程を選んで申請をしてください。 
ヘ 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は，高等学校等就学支援金の支給に関する法律第

11 条及び第 21 条の規定に基づき，不正利得の徴収や刑罰に処されることがあります。 
ト 受給資格の認定を受けた後，収入の修正申告や税額の更正決定による道府県民税所得割の額又は市町村民税所得

割の額の変更や離婚・死別，養子縁組等による保護者等の変更があった場合には，速やかに収入状況届出書を提
出する必要があります。 

チ 個人番号の利用によっては道府県民税所得割の額又は市町村民税所得割の額を確認することができず，かつ，正
当な理由がなく都道府県（文部科学省）が定める期限までに収入状況届出書の提出がなされないときは,就学支
援金の支払が一時差し止められる場合があります。  

リ 保護者が課税期日に日本国外に在住することにより保護者のうち一部又は全員の所得に関する書類を提出でき
ないときは，就学支援金の加算支給はされません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 制度内容の質問に関しては、下記担当までお問い合わせください。 

 さいたま市教育委員会 高校教育課 管理係  

     電話 048-829-1673 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4  

 または 埼玉県教育局財務課 授業料・奨学金担当  

     電話 048-822-5670 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 

 
埼玉 就学支援金 国公立  検索 

 


